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令和元年（行ウ）第２７５号、同第５９８号環境影響評価書確定通知取消請求事件 

 原 告 鈴木陸郎 外４７名 

 被 告 国 

          ２０２２年（令和４年）６月３日 

 

東京地方裁判所民事第２部Ｃｄ係 御中 

 

準 備 書 面 ２４ 

     

    原告ら訴訟代理人 

     弁護士   小 島 延 夫 

 

     弁護士    千 葉 恒 久 

 

     弁護士    森   詩 絵 里 

 

     弁護士    呉 東 正 彦 

 

     弁護士    長 谷 川   宰 

 

     弁護士    浅 岡 美 恵 

 

            同復代理人  

弁護士     半  田  虎  生 

 

弁護士   永  井  久 楽 太  
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（被告の令和４年５月３０日付け準備書面（１２）について） 

第１ 被告の令和４年５月３０日付け準備書面（１２）「第１」について 

   被告は、被告の令和４年５月３０日付け準備書面（１２）（以下「被告準備書

面（１２）」という）の「第１」において、局長級取りまとめ（乙１４）は、電

気事業法４６条の１７の確定通知をする際の「審査基準」ではない旨を主張して

いる。 

  原告は、局長級取りまとめ（乙１４）は、その形式からいっても、策定手続き

からいっても、また、内容面から見ても、電気事業法４６条の１７の確定通知を

する際の「審査基準」ではない、したがって、原告準備書面１９の「第２」、特

に、３４頁以下の「４」で見た通り、局長級取りまとめ（乙１４）に沿って、本

件事業者が環境保全措置の検討を行ったことによって、瑕疵はなくならないと主

張してきた。 

  ところが、ここで、被告は、局長級取りまとめ（乙１４）は、電気事業法４６

条の１７の確定通知をする際の「審査基準」ではないと自認した。 

  従来、被告は、被告準備書面（４）７頁の注１において、乙１４が行政手続法

上の「審査基準である」とも主張し、被告準備書面（６）では、「局長級取りま

とめに沿って審査する」（２３頁）「局長級取りまとめに沿った基準は、電事法

４６条の１７第１項の要件（中略）への適合性を判断するための基準」（２３

頁）としていたが、それは撤回するものと解される。 

  審査基準ではないとする以上、最高裁判所第三小法廷平成２６年（行ヒ）第２

２５号事件・平成２７年３月３日判決・民集６９巻２号１４３頁において認めら

れたような、裁量があるとされる処分についての審査基準としての一定の拘束力

はないことになる。また、伊方原発最高裁判決（最判平成４年１０月２９日・民

集４６巻７号１１７４頁）のいう「具体的審査基準」が存在しないこととなる。 

  したがって、被告の主張によっても、局長級取りまとめ（乙１４）に沿って、

本件事業者が環境保全措置の検討を行ったことによって、瑕疵はなくならないこ

ととなる。 



3 

 

  これは、極めて重要なポイントであり、裁判所は、この点を前提に、本件の判

断をすべきである。 

  なお、被告の主張として、審査基準ではないが、「判断評価のための基準」と

いう主張とも考えられるので、その点について述べる。 

  被告は、局長級取りまとめ（乙１４）について、電気事業法４６条の１７第１

項の要件の判断基準（被告準備書面（９）・１４頁）、「電気事業法４６条の１

７第１項の要件を温室効果ガス関係で具体化したもの」で、「同条項の要件への

適合性を判断するための基準」（被告準備書面（９）・１６頁）だとする。 

  そもそも、電気事業法４６条の１７のような、行政機関にあるものを提出し、

行政機関がその適合性を判断して、法的効果を有する通知をするという場合に

は、行政手続法５条からいって、審査基準が設定されるべきである。仮に、審査

基準でないとしても、何らかの「判断評価のための基準」を設けるというのであ

れば、審査基準と実質的に同様の法的意味を有するものとして、行政手続法その

他の法的規律を受けるべきである。 

  したがって、行政手続法５条に従い、あらかじめそれを公にする必要がある。 

  また、そのような定めについては、行政手続法３９条、同法２条８号の定めか

らいって、意見公募手続等（いわゆるパブリック・コメント）がなされなければ

ならない。 

  さらに、仮に被告が主張するように専門技術性を有するが故の裁量があるとさ

れる処分についての基準だとするならば、専門家を含めた、科学的専門的検討が

なされる必要がある。 

  科学的、専門技術的知見に基づく総合的判断という以上、科学的、専門技術的

知見を記載した科学的文献や諸情報を過不足なく調査し、科学的文献や諸情報を

理由を示して取捨選択し、その上で、それらの過程及び結論に至った理由及び課

程を論理的に記述するということがされてはじめて、科学的、専門的検討がされ

たものといえ、その判断の優位性を示しうるものである。 

  その意味では、そこで検討された文献、諸情報について、どのようなものを収
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集したか、さらに、それらについてどのように取捨選択したか、結論に至った過

程が記述されていなければならない。それがなければ第三者による検証が不可能

となって、判断の正当性が科学的に検証できないからである。 

  しかし、残念ながら、本件においては、科学的専門的検討はほとんどなされて

いない。（詳しくは、原告準備書面１８の２０頁から２２頁参照）。 

  しかも、行政手続法３９条、同法２条８号に基づく、意見公募手続等（いわゆ

るパブリック・コメント）もされていない。 

  さらに、局長級取りまとめ（乙１４）を、電気事業法４６条の１７第１項の要

件の「判断評価のための基準」として、公にすることもされていない。 

  以上の通りであり、かつ、被告も、局長級取りまとめ（乙１４）は、電気事業

法４６条の１７の確定通知をする際の「審査基準」ではないとするのであるか

ら、局長級取りまとめ（乙１４）に沿って、本件事業者が環境保全措置の検討を

行ったことによって、瑕疵はなくならないこととなる。裁判所は、被告がそのよ

うに主張している以上、それを前提に、本件の審理をすべきである。 

 

第２ 被告準備書面（１２）「第２」について 

 １ 発電所アセス省令５条３項１号の規定との関係 

  第一に、被告は、なぜか、発電所アセス省令５条３項１号が「環境の自然的構

成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素

（第四号及び第五号に掲げるものを除く。以下同じ。）」と規定していることを

無視している。発電所アセス省令５条３項１号が４号（同号ロが二酸化炭素を含

む温室効果ガスについての規定である）を除外する旨の規定を置いているのは、

温室効果ガスが「環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予

測及び評価されるべき環境要素」に該当することを前提としたものである。 

 ２ 大気汚染物質と二酸化炭素が、人の健康や生活環境に対する被害を与える過程

が異なるから、SOｘなどの大気汚染物質と温室効果ガスの参考手法が書きわけら
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れていること 

  そのうえで、発電所アセス省令は温室効果ガスに関する予測及び評価の手法に

ついて別段の定め（同項４号）を置いているが、これは、温室効果ガスによる環

境影響の程度が基本的にガスの排出量に比例することを反映したものである。 

  すなわち、SOｘなどの大気汚染物質と温室効果ガスが書き分けられている理由

は、大気汚染物質と二酸化炭素が、人の健康や生活環境に対する被害を与える過

程が異なるためである。 

  大気汚染物質においては、排出の抑制のみならず、汚染物質を拡散させるこ

と、つまり周辺住民への曝露濃度の低下をとおして、健康影響を低減させること

も許容される。そのため、発電所アセス省令６条１項１号においても、「汚染物

質の濃度」や「環境要素の状況の変化（当該環境要素に係る物質の量的な変化を

含む。）の程度及び広がり」について、把握することが求められている。 

  これに対し、温室効果ガス（二酸化炭素）については、地球温暖化のメカニズ

ムとの関係、つまり温室効果ガスの濃度の上昇によって、太陽エネルギーの地球

の大気から宇宙空間への放射が減少し、それによって地球全体の温暖化が進行す

ることが重大な環境被害をもたらす。ここでは、温室効果ガスの排出そのものが

地球温暖化に寄与する（累積排出量と平均気温上昇との間にはほぼ比例的な関係

が存在する）。このため、発電所アセス省令６条６号は、「負荷の量の程度」を

「把握」するように求めているのである。ここでは、温室効果ガスの排出量を把

握し、排出量を低減することが、地球温暖化による被害の回避及び低減につなが

る。 

  このように、大気汚染物質と温室効果ガスはあくまで、被害の発生に至る過程

が異なるため、別表第２において、その把握の方法を書き分けているにすぎな

い。 

 ３ 重点手法との関係 

  さらに付言すると、大気汚染物質においても、標準的な調査・予測の手法（い

わゆる、参考手法）で求められているのは、「汚染物質の濃度」や「環境要素の
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状況の変化（当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。）の程度及び広が

り」までである。その影響を受ける対象の所在、状況などは、標準的な調査・予

測の手法には含まれない。 

  その影響を受ける対象の所在、状況などは、発電所アセス省令２３条３項の重

点手法に基づく調査であり、大気汚染物質との関係でも、「参考項目に関する環

境要素に係る環境影響を受けやすい地域その他の対象」や「参考項目に関する環

境要素に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがある地域」

が存在し、特定対象事業特性が参考項目に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそ

れがあるものであるかの調査（例えば、病院や学校などの所在、農作物の生育な

ど）は、重点手法に基づく調査の問題となる。 

  この点では、温室効果ガスと違いはない。 

 ４ 小括 

  以上の通り、被告の主張には理由がない。 

  そもそも、「環境への負荷」は、環境基本法２条が定義する「環境への負

荷」、すなわち、「人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全

上の支障の原因となるおそれのあるもの」と解され、同法１４条１号によって、

電気事業法及び環境影響評価法に基づく環境影響評価においても、「人の健康が

保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、

大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること」

を確保することを旨としておこなわなければならないことになるので、発生量は

もちろんのこと、それが環境に及ぼす影響の内容・程度を含むものとなる。 

  まして、発電所アセス省令２３条３項の重点手法に基づく調査・予測において

は、人の健康、生活環境及び自然環境に及ぼす影響の発生が考えられ、「参考項

目に関する環境要素に係る環境影響を受けやすい地域その他の対象」や「参考項

目に関する環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれ

がある地域」があるのかどうか（本件では、土砂災害ハザードマップ等により水

害・土砂災害などの被害を受けるおそれのある地域に指定・区分された地域に居
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住または勤務し、具体的に、土砂災害・水害の被害を受け、生命・財産への深刻

な被害を受けるおそれが極めて高い者や、提訴時５５歳以上、または１５歳以下

であり、熱中症などによって生命を失ったり健康を害したりするおそれが高い

者、本件発電所が排出する温排水により、著しい漁業被害を被る者、地球温暖化

の進行による海水温の上昇の結果、重要な生業手段である水産資源が不可逆的な

形で深刻に破壊され、漁業者としての生業手段を奪われた者、従来のような素晴

らしいサンゴや海が地球温暖化によって失われ、海中観光業を十分に営めなくな

ってきた者がいるか、いる場合にはそこに及ぶ影響の程度・内容）を調査・予

測・評価することが求められるのである。 

 

第３ 被告準備書面（１２）「第３」について 

  ここにおいて、被告は、本件事業者が熱効率ベンチマーク指標が一定の数字に

なること以外の分析検討をしていないことを認めている。 

  原告が繰り返し指摘している通り、本件環境アセスにおいては、「旧発電所と

比較して、二酸化炭素の排出原単位及び年間排出量が減少しているので、環境影

響は低減している」とする以外に記述はない。 

  発電所アセス省令が求める、環境保全措置の効果及び当該環境保全措置を講じ

た後の環境の状況の変化について検討し整理しての書面への記載（発電所アセス

省令３０条１項２号）はされていないこと、同様に、発電所アセス省令が求め

る、当該基準又は当該目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているか

どうかの検討（発電所アセス省令９条１項３号、２６条１項２号、２８条にも同

趣旨の規定）もされていないことを、被告自ら認めるものである。 

  このことだけを取っても、本件環境アセスに重大な瑕疵があることは明らかで

ある。 

 

            以 上 


